
所　　　　在　　　　地 指　名　停　止　期　間 指　名　停　止　理　由

東京都江東区潮見２－１－２２
令和５年１２月２７日から
令和６年８月２６日まで

（８か月）

　株式会社久米設計の支社長等は、宮崎県串間市発注の設計業務
に関して、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による
入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反等の容疑に
より、令和５年１１月１６日に宮崎県警察に逮捕された。
　このことは、高松市指名停止等措置要綱別表第１５号イ（談合又は
競売入札妨害／県外）に該当する。
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株式会社久米設計


